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２．伊達市の地域特性 

２-１.  伊達市の概況 

２-１-１. 位置・交通 

伊達市は、北海道中央南西部、札幌市と函館市の中間に位置する。伊達地域と大滝区の間に

は壮瞥町を挟み、東は登別市・白老町・千歳市、西は喜茂別町・留寿都村、洞爺湖町、南は室

蘭市、北は札幌市と隣接している。 

伊達地域は幹線道路である国道 37号、道央自動車道（伊達ＩＣ）、ＪＲ室蘭本線（特急停車

駅：ＪＲ伊達紋別駅）があるなど、交通条件に恵まれている。 

大滝区は伊達地域と国道 453号で結ばれている他、国道 276号で周辺市町と結ばれている。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－１ 伊達市の位置 
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２-１-２. 気候 

伊達地域は、道内においては温暖で降水量の少ない地域であり、2023（令和５）年の平均気

温は 10.0℃、最高気温は 33.5℃、最低気温は－14.8℃となっている。 

内陸部に位置する大滝区は、平均気温は 7.3℃、最低気温は－22.2℃と伊達地域よりかなり

寒冷な気候となっている。 

表２－１ 伊達市の月別気象概要（2023（令和５）年） 

 
  降水(mm) 

気温(℃) 平均風速

(m/s) 

日照時間 

(時間) 平均 最高 最低 

伊
達
地
域 

1月 10.0  -4.2  9.9 -14.5  3.9  106.6  

2月 25.0  -2.9  8.7  -14.8  2.9  138.4  

3月 18.0 3.6 13.4  -7.3  2.8  217.7 

4月 63.5 7.6  16.3  -1.9  3.0  168.5 

5月 43.0  11.7  22.5  1.2  2.5  238.3  

6月 117.5  17.1  26.9  6.5  2.5  162.1  

7月 74.0 22.3  31.1  14.3  2.1  164.1  

8月 24.0  25.3  33.5 19.3  2.6  163.3  

9月 131.5 21.0  28.6  9.1  2.6  143.4  

10月 66.5  12.6  23.8 1.2  2.9  199.3  

11月 88.5  6.8  21.1 -4.8  4.0  107.4  

12月 25.5  -0.5  12.3  -9.9  3.9  77.6  

全年 687.0  10.0  33.5  -14.8  3.0  1,886.7  

大
滝
区 

1月 76.0 -8.3 6.4 -22.2 1.5 54.6 

2月 75.0 -6.4 6.7 -17.8 1.5 52.6 

3月 53.0 1.3 17.8 -13.5 1.7 154.6 

4月 133.5 6.1 17.9 -3.7 1.9 137.3 

5月 49.0 10.6 23.8 -1.1 1.7 206.5 

6月 142.5 15.6 26.3 1.0 1.6 169.9 

7月 113.5 20.6 29.6 10.6 1.5 117.3 

8月 101.0 23.6 33.1 16.1 1.5 136.6 

9月 229.5 17.7 28.5 4.1 1.4 111.3 

10月 155.0 8.7 21.6 -1.2 1.5 154.7 

11月 367.5 2.6 18.9 -9.1 1.8 67.4 

12月 70.0 -5.0 9.4 -15.9 1.7 35.4 

全年 1,565.5 7.3 33.1 -22.2 1.6 1,398. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 伊達市の月別の気温・降水量（2023（令和５）年） 

資料：室蘭地方気象台HP 
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２-１-３. 人口 

①総人口の推移  

伊達市の総人口は 2020（令和２）年国勢調査で 32,826人であり、2000（平成 12）年の 37,139

人をピークに減少傾向にある。 

地域別にみると、2020（令和２）年国勢調査で伊達地域の人口は、31,748人、大滝区の人口

は 1,078 人となっている。また伊達地域は 2005（平成 17）年、大滝区は 1995（平成７）年を

ピークにいずれも減少傾向にある。 

 

図２－３ 伊達市の人口の推移 

資料：各年国勢調査 

②年齢３区分別人口 

2020（令和２）年国勢調査での年齢３区分別の人口をみると、年少人口（０～14 歳の人口）

は 3,359人であり、総人口に占める割合は 10.2％、生産年齢人口（15～64歳の人口）は 16,851

人であり、総人口に占める割合は 51.3％、高齢者人口（65歳以上の人口）は 12,616人であり、

総人口に占める割合は 38.4％となっている。 

年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口は一貫して減少しており、1985（昭和 60）年～

2020（令和２）年の 35年間で約 56％減少している。また、生産年齢人口は 1990（平成２）年

をピークに減少しており、1990（平成２）年～2020（令和２）年の 30 年間で約 31％減少して

いる。一方で、高齢者人口は一貫して増加しており、1985（昭和 60）年～2020（令和２）年の

35年間で約 2.6倍になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 年齢３区分別人口の推移 

資料：各年国勢調査  
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図２－５ 年齢別３区分別人口割合の推移 

資料：各年国勢調査 

③人口動態 

2012（平成 24）年～2021（令和３）年の伊達市の自然動態についてみると、出生数は減少傾

向にあり、2021（令和３））年には 160人となっている。死亡数は横ばい傾向にあり、2020（令

和２））年には 490人となっている。また、そのため、人口は自然減少の状態となっており、減

少幅も横ばい傾向にあり、2021（令和３）年には 330人の自然減少となっている。 

また、社会動態についてみると、転入数、転出数は均衡しており、1,200～1,500人程度で推

移している。そのため、社会増と社会減の年があるが、2016（平成 28）年以降は社会減の状態

にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 自然動態の推移 

資料：住民基本台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－７ 社会動態の推移 

資料：住民基本台帳 
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２-１-４. 世帯 

①一般世帯数 

伊達市の一般世帯注１）数は 2020（令和２）年国勢調査で 14,746世帯であり、2010（平成 22）

年の 15,227世帯から減少に転じている。 

地域別にみると、2020（令和２）年国勢調査で伊達地域の一般世帯数は、14,305世帯、大滝

区の一般世帯数は 441世帯となっている。伊達地域は 2010（平成 22）年の 14,702世帯から減

少に転じ、大滝区は 2005（平成 17）年の 627世帯から減少を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－８ 伊達市の世帯数の推移 

資料：各年国勢調査 

②世帯人員別世帯数 

伊達市の世帯人員別世帯数の推移をみると、１人世帯、２人世帯が大幅に増加しており、1985

（昭和 60）年～2020（令和２）年の 35 年間で、１人世帯は約 2.7 倍、２人世帯は約 1.7 倍に

増加している。一方、３人世帯は 2005（平成 17）年をピークに減少に転じ、４人以上の世帯は

一貫して減少している。 

表２－２ 世帯人員別世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）1985（昭和 60）年以降の国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分している。施設

等の世帯とは、寮・寄宿舎に住む学生や病院の入院者、社会施設の入所者等を指す。 

  

単位：世帯 

資料：各年国勢調査 
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③高齢者のみの世帯数 

伊達市の高齢者のみの世帯数は、1985（昭和 60）年では 1,002世帯と総世帯数の 8.6％だっ

たのに対し、2020（令和２）年には 5,046世帯と総世帯数の 34.0％に達しており、約５倍に増

加している。 

表２－３ 65歳以上の高齢者のみの世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：世帯 

資料：各年国勢調査 

（世帯） （世帯）
総世帯数に
占める割合

（世帯）
総世帯数に
占める割合

（世帯）
総世帯数に
占める割合

1985

(S60)
11,675 1,002 8.6% 519 4.4% 483 4.1%

1990

(H2)
12,456 1,530 12.3% 802 6.4% 728 5.8%

1995

(H7)
13,405 2,123 15.8% 1,160 8.7% 963 7.2%

2000

(H12)
14,461 2,765 19.1% 1,505 10.4% 1,260 8.7%

2005

(H17)
14,989 3,395 22.6% 1,837 12.3% 1,558 10.4%

2010

(H22)
15,287 3,954 25.9% 2,090 13.7% 1,864 12.2%

2015

(H27)
15,054 4,557 30.3% 2,324 15.4% 2,233 14.8%

2020

(R2)
14,844 5,046 34.0% 2,477 16.7% 2,569 17.3%

年
総世帯数

高齢者世帯数
高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数
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２-１-５. 地区別の人口・世帯数 

①地区区分 

伊達市都市計画マスタープランに準じて、伊達地域を８区分し、大滝区を合わせた９つの地

区に区分する。 

表２－４ 伊達市の地区区分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－９ 伊達地域の地区区分図  

地区名 町名 

伊
達
地
域 

東地区 萩原町、舟岡町、弄月町、清住町、松ヶ枝町、幌美内町 

中央地区 梅本町、末永町、竹原町、乾町、館山下町、館山町 

市街地区 旭町、東浜町、鹿島町、元町、大町、網代町、錦町、西浜町、山下町 

黄金地区 南黄金町、北黄金町 

稀府地区 南稀府町、中稀府町、北稀府町 

長和地区 長和町、上長和町、若生町、大平町 

有珠地区 東有珠町、南有珠町、北有珠町、向有珠町、有珠町 

関内地区 上館山町、東関内町、西関内町、喜門別町、志門気町 

大滝区 
愛地町、宮城町、清原町、清陵町、豊里町、三階滝町、本郷町、本町、上野町、

大成町、優徳町、円山町、北湯沢温泉町、昭園町 
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②地区別人口の動態 

1995(平成７)年以降の人口推移を地区別にみると、全市的な傾向と同様に人口減少や少子高

齢化が進行している地区が多いが、各地区で以下のような特徴が見られる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－10 地区別の人口動態(1/2) 

資料：国勢調査  

地区名 特徴 

東地区 1995（平成７）年～2000（平成 12）年に大きく増加した後、ほぼ横ばい傾向にある。 

中央地区 2000（平成 12）年～2005（平成 17）年に大きく増加した後、ほぼ横ばい傾向にある。 

市街地区 人口減少が続いており、近年は減少幅が拡大している。 

黄金地区 人口減少が続いている。 

稀府地区 人口減少が続いている。 

長和地区 人口減少が続いている。 

有珠地区 人口減少が続いている。 

関内地区 人口は増減を繰り返している。 

大滝区 人口減少が続いている。 

中央地区 東地区 

市街地区 
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図２－11 地区別の人口動態(2/2) 

資料：国勢調査 

黄金地区 稀府地区 

長和地区 有珠地区 

関内地区 大滝区 
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③地区別の年齢３区分別人口割合の推移 

1995（平成７）年以降の年齢３区分別人口割合の推移を地区別にみると、全市的な傾向と同

様に、どの地区も年少人口割合・生産年齢人口割合が低下し、高齢者人口割合が増加している。 

地区別の年少人口割合をみると、最も高いのは中央地区であり、次いで東地区となっている。 

また、東地区・中央地区・市街地区以外の地区は 10％以下となっており、最も低いのは大滝

区である。 

高齢者人口割合をみると、黄金・稀府・有珠・関内・大滝区で 45％以上となっており、最も

高いのが大滝区である。また、最も低いのが中央地区であり、次いで東地区となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－12 地区別の年齢３区分別人口割合の推移(1/2) 

資料：国勢調査  

東地区 中央地区 

市街地区 
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図２－13 地区別・年齢３区分別人口割合の推移(2/2) 

資料：国勢調査  

黄金地区 

長和地区 有珠地区 

関内地区 大滝区 

稀府地区 
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④地区別の世帯数の動態 

1995（平成７）年以降の世帯数推移の地区ごとの特徴は以下のようになっている。 

 

表２－５ 地区別の世帯数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－14 地区別の世帯数割合の推移 

資料：各年国勢調査  

地区名 特徴 

東地区 1995(平成７)年～2000(平成 12)年に大きく増加した後も、増加を続けている。 

中央地区 1995(平成７)年～2005(平成 17)年に大きく増加した後も、増加傾向にある。 

市街地区 2005(平成 17)年をピークに減少に転じている。 

黄金地区 2000(平成 12)年をピークに減少に転じている。 

稀府地区 2000(平成 12)年をピークに減少に転じている。 

長和地区 2000(平成 12)年をピークに減少に転じている。 

有珠地区 2010(平成 22)年をピークに減少に転じている。 

関内地区 2005(平成 17)年～2015(平成 27)年に大きく増加し、以降は横ばい傾向にある。 

大滝区 1995(平成７)年から減少傾向にある。 

資料：各年国勢調査 

年
1995
(H7)

2000
(H12)

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

東地区 2,933 3,541 3,591 3,833 3,965 4,017

中央地区 3,031 3,385 3,840 4,044 4,036 4,150

市街地区 3,380 3,546 3,600 3,568 3,380 3,296

黄金地区 622 627 587 579 538 498

稀府地区 788 833 827 794 778 729

長和地区 926 971 961 939 922 849

有珠地区 788 781 785 805 719 662

関内地区 164 159 163 192 205 194

大滝地区 773 618 635 533 511 449

単位：世帯 
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２-２. 上位・関連計画 

２-２-１. 第７次伊達市総合計画  

計画期間：2019（平成 31）年度～2028（令和 10）年度 

本計画は、伊達市のまちづくりにおける最も上位に位置づけられる計画であり、長期展望の

もと、10年後の伊達市の将来像を描き、その実現に向けた基本目標や重点施策を体系的にまと

めたものである。以下に、本計画の施策の体系と住生活関連施策を記載する。 

表２－６ 策定年次・将来像 

区分 概要 

計画期間 

基本構想：2019（平成 31）年度～2028（令和 10）年度 

基本計画：2019（平成 31）年度～2028（令和 10）年度 

実施計画：2024（令和６）年度～2026（令和８）年度（毎年見直し） 

将来像 みんなが豊かさを感じられる 市民幸福度最高のまち 

表２－７ 施策の体系 

まちづくりの目標 分野別施策 

稼ぐ力と雇用を生み出す 

まちづくり 

⚫ 地域産業の中核を担う農業の振興 

⚫ 健全な林業の振興 

⚫ 安定した漁業の確立 

⚫ 消費者ニーズに対応した商業の振興 

⚫ 活力ある地場産業 

⚫ 魅力あふれる観光基盤の形成 

⚫ 勤労者の生活安定と向上 

豊かな心と人を育む 

まちづくり 

⚫ 子どもの教育と保育 

⚫ 次代を担う子どもたちを育む教育の実現 

⚫ 生涯学習の推進と地域人材の育成 

⚫ みんなが楽しめるスポーツの振興 

⚫ 歴史・文化芸術を生かしたまちづくり 

健やかで人にやさしい 

まちづくり 

⚫ 福祉の充実と多様性の尊重 

⚫ 高齢者福祉の充実 

⚫ 健康づくりの推進 

安心・安全で住み良い 

まちづくり 

⚫ まちの整理・整頓と機能的なまちづくり 

⚫ 居住環境の整備と地域環境の保全 

⚫ 公共交通網の確立 

⚫ 安全な暮らしの確保 

市民力を生かした 

まちづくり 

⚫ みんなが参加する協働のまちづくり 

⚫ 地域コミュニティと市民活動の促進 

⚫ 情報通信基盤の整備と活用 

⚫ 国際・地域間交流の推進 

⚫ 効率的・効果的な行財政運営 

注)傍線部は住宅関連施策として次ページ以降で抜粋する。 
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表 ２－８ 「子どもの教育と保育」における取組 

必要な取組 内容 

子育て支援体制の充

実 

社会情勢や子育て世代の悩みを把握し、子育て環境を整えることを重視しな

がら、子育て支援に取り組みます。共働き家庭など日中保護者がいない子ども

に対する、放課後児童クラブや放課後子ども教室の充実など、社会的な支援が

必要な子ども・家庭も含めたすべての子どもと家庭を社会全体で支える取組を

進めます。 

幼児教育及び保育サ

ービスの充実 

幼児期の教育・保育が人格形成の基礎を培うことから、就学前の質の高い教

育・保育の提供を行います。 

表 ２－９ 「次代を担う子どもたちを育む教育の実現」における取組 

必要な取組 内容 

確かな学力の向上を目

指し特色ある学校づく

りの推進 

児童生徒の学力向上に努め、新しい時代を生き抜くための実践的な力を育成

するとともに、伊達市の教育資源を生かしたふるさと創生教育「だて学」を通

して特色ある学校づくりを進めます。 

豊かな心と健やかな体

を育む教育の推進 

一人ひとりが、基本的な倫理観や規範意識を身につけ、豊かな心と健やかな

体を育成する取組を支援します。 

食育・健康教育の推進 
健康的な食事を取り、望ましい食習慣を身に付けるため、伊達市の食材を用

いた教育活動や家庭への啓発活動を進めます。 

家庭や地域の教育力の

向上と学校を支援する

体制づくりの推進 

学校・家庭・地域が互いに情報共有し、それらが連携して子育てに取り組む

ための学習機会の提供を行い、地域と連携した学校づくりの推進に努めます。 

学校施設・設備の充実 安心・安全な学習環境の整備を計画的に進めます。 

学校適正配置の推進 学校の適正規模化を図り、児童生徒のより良い教育環境づくりに努めます。 

非行防止指導体制の充

実 

青少年の健全育成のために、関係機関と連携し、時代に合った環境整備や指

導を行います。 

表 ２－10 「健康づくりの推進」における取組 

必要な取組 内容 

保健医療サービス体制

の整備 

市民の誰もがいつでも必要な保健医療サービスが受けられるよう、医師の確保

など安定的な医療体制の充実を図ります。また、安心・安全で健康な生活を支え

るための環境整備を推進します。 

子どもの健やかな育ち

への支援 

妊娠期から切れ目のない支援として、各種健診や健康相談などを実施し、子ど

もの健やかな育ちを促し育児の不安を解消し、安心して子育てができる環境づく

りを推進します。 

市民による健康づくり

の推進 

市民一人ひとりが健康意識を高め、望ましい生活習慣を身につけるとともに、

定期的に健(検)診を受診し、生活習慣病の発症と重症化を防ぎます。また、健康

づくりサポーター等との協働により市民の健康づくりを支える環境づくりを行

い、健康寿命延伸につながる取組を進めます。 

食育事業の推進 

生涯にわたって心身ともに健康でいるための全市民を対象とした食育事業の

充実を図ります。また、「だて歴史の杜食育センター」を活用し、広く食育に関

する情報発信を行います。 
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表 ２－11 「まちの整理・整頓と機能的なまちづくり」における取組 

必要な取組 内容 

都市地域の適正配置 
自然環境の保全や農業地域との調和に配慮しながら、まち全体の構造を見直

し、生活の利便性を向上させる取組を進めます。 

道路網の充実 
日常生活や都市の活動を支える道路や橋梁の整備を進め、利用者が安心して

利用できるよう適正な維持管理を行います。 

市民ニーズに適した公

園・緑地の整備 

自然や美しい景観を守りながら、歴史や地域特性を生かし、利用者のニーズ

に合った公園・緑地の整備を進めます。 

住宅・住環境の整備 
公的住宅の整備や、増加が見込まれる空き家、宅地の不足への対策として住

宅・宅地の流通促進支援を進め、安心して生活できる住環境の整備を図ります。 

バリアフリー化の推進 
高齢者や障がい者も含めたあらゆる方が利用する施設や、それらを結ぶ経路

の一体的なバリアフリー化を計画的に促進します。 

表 ２－12 「公共交通網の確立」における取組 

必要な取組 内容 

公共交通のあり方の見

直し 

市内公共交通の利用実態や市民ニーズなどを把握し、利用者や交通事業者

等と連携を図りながら、伊達市にふさわしい移動手段の確保を目指します。 

ライフモビリティサー

ビスの充実 

高齢者を対象とした会員制乗合タクシー(予約制)の充実など、ドア to ド

アの移送サービスを基本とした高齢者の生活の足の確保を図ります。 

公共交通の利用促進 
公共交通を維持するためにも、交通事業者と連携した積極的な情報発信や

啓発により、公共交通の利用を促し、利用者数の確保を図ります。 

表 ２－13 「地域コミュニティと市民活動の促進」における取組 

必要な取組 内容 

地域コミュニティや市

民活動に関する意識の

高揚 

市民の自発的な活動の推進及び活性化のため、人づくり、つながりづくり

を支援し、地域福祉の向上や生活環境整備の促進につなげていきます。 

市民活動の拠点の充実

と支援 

市民活動団体や市民などのさまざまなニーズに総合的に対応するため、拠

点となる施設の充実や地域コミュニティ・団体への支援・連携を推進します。 

各団体の市民活動に関

する情報の発信 

各団体の情報収集を行い、交流イベント等を効果的に発信することによっ

て、参加を促します。 
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２-２-２. 伊達市公共施設等総合管理計画 

計画期間：2016（平成 28）年度～2025（令和７）年度 

本計画は、様々な社会情勢を踏まえ、市が所有する公共施設等について、老朽化の状況や利

用状況を把握し、財政状況や人口の動向を踏まえたうえで、維持管理・更新・長寿命化などを

計画的に行っていくための中長期的な方針として策定したものである。 

 

①公共施設等の建築年度別の状況及び老朽化率 

本市における建築年度別の延べ床面積は下図のとおりであり、旧耐震基準に建築されたもの

が 24.1％を占め、今後の対応を考える必要がある。 

 

図２－15 建築年度・分類別建築延べ床面積 

 

 

 

 

資料：伊達市公共施設等総合管理計画 
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②公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

公共施設等の管理においては、人口構成など地域の特性や住民ニーズを踏まえながら、本計

画改訂時の第７次伊達市総合計画において目指すべき将来像「みんなが豊かさを感じられる 

市民幸福度最高のまち」を重視し、公共施設等の適正な配置等の検討を行っていくとされてい

る。以下に、「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」を抜粋する。 

表２－15 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

点検・診断等の

実施方針 

公共施設等の安全性や快適性を確保しつつ、効果的な維持管理や更新を実施して

いくには、不具合が発生した都度修繕を行う「事後保全」から、施設の劣化や損傷

の進行を未然に防防止し、長寿命化を目的に計画的な補修を実施する「予防保全」

への転換を目指すことで既存公共施設を良好な状態に保ちます。 

また、定期的に点検、診断を行い、その結果を蓄積することで劣化や損傷状況を

適切に把握し、今後の改修等の判断材料としていきます。 

維持管理・修

繕・更新等の実

施方針 

維持管理・修繕・更新等に関しては、対応時期が重複することで、年度ごとに係

る予算も積みあがることから、点検・診断等を踏まえた優先順位を検討し、事業の

前倒しや先送りにより、年度ごとの予算を平準化します。 

なお、実施にあたっては、既存施設との集約化や小規模化及び設備等の省エネ化

等を十分検討し、イニシャルコストやランニングコストを総合的に検証したうえで

進めることとします。 

安全確保の実

施方針 

日常点検・定期点検・診断等を通じて劣化状況を把握するとともに、災害発生時

の機能保持のため、安全性の確保に努めます。劣化等による事故の危険性が高い個

所については、速やかに対処することとします。 

長寿命化の実

施方針 

今後も継続的な運用（利用）を実施する必要がある施設については、定期点検や

修繕による予防保全に努めるとともに、計画的な機能改善による施設の長寿命化を

図り、その安全性や機能性を確保するとともに、ライフサイクルコストの縮減に取

り組みます。 

統合や廃止の

推進方針 

公共施設等については、必要なサービスの水準を維持しながら、その総量が本市

の規模に見合うものとなるよう適正化を図っていく必要があります。 

今後、新たに施設整備や更新を行う際は、必要な公共施設等に限り行うこととし、

施設の複合化、集約化、効果的・効率的な方法を検討していきます。 

なお、合併に伴う重複移設や廃止施設で転用や利活用の見込めないものについて

は、施設を解体してその後の経費削減を図ります。 

また、施設の廃止や複合化等により空いた土地は活用・処分を進めていきます。 

総合的かつ計

画的な管理を

実現するため

の体制の構築

方針 

職員一人ひとりが、施設をマネジメントするという意識を持って取り組んでいく

必要があるため、計画の趣旨を十分理解し、ファシリティマネジメントの視点に立

った施設管理となるよう研修等を通じて職員の啓発に努め、コスト意識の向上に努

めていくものとします。 
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２-２-３. 伊達市都市計画マスタープラン 

計画目標年次：2033（令和 15）年 

本計画は、市民と行政などの協働により、まちづくりの課題を整理解消しつつ、本計画改定

時の第７次伊達市総合計画がめざす将来像「みんなが豊かさを感じられる 市民幸福度最高の

まち」を踏まえながら、都市計画がめざす将来像「豊かな自然、歴史・文化が薫り、魅力ある

活気みなぎるまち」の実現のため、総合的かつ計画的なまちづくりの方針を示すものである。

以下に、計画に示されている住宅関連施策について抜粋する。 

表２－16 まちづくりの目標と住宅関連施策 

まちづくりの目標 基本方針 

豊かな自然と調和した

生活空間づくり 

自然環境の保全、農業地域との調和に配慮しつつ、人口動態、地域の開発

動向を十分勘案しながら、新たな住宅地の形成や公園、緑地、道路などの適

正配置に努め、景観にも配慮した街並み形成の誘導など、地域の特性を生か

した都市づくりを進めます。 

また、住居系、商業系、工業系の用途がもつ都市的機能の充実はもとより、

高齢者や一般世帯の居住環境の利便性を高めるとともに、民間による空地開

発に対する適正な指導を行い、良好な居住環境の創出など、まち全体の均衡

ある発展を図ります。 

表２－17 住居系土地利用の方針 

区分 土地利用の方針 

住宅地(一般・複合) 

戸建て住宅のほか、アパート、マンションなどの集合住宅が立地し、必要

に応じて一定規模の店舗が立地するなど、一般世帯の居住環境の利便性を高

め、複合的機能を享受できる住宅地の誘導に努めます。 

また、土砂災害特別警戒区域については、市街化の抑制に努めます。 

低層住宅地 

土地区画整理事業地内、プライム・ヘルシータウン地区などについては低

層住宅地区として位置づけ、良好な住環境の維持とともに、ゆとりのある専

用住宅の誘導を図ります。 

さらに、市街化調整区域の住宅地についても、良好な住環境の維持に努め

ます。 

市街化調整区域の既存

住宅地 

北海道条例指定区域（旧既存宅地）などにおいては少子高齢化・人口減少

によりコミュニティの維持が難しくなってきており、空き家も増えているこ

とから、それらの改題解決を目指した対応策の検討を進めます。 

なお、土砂災害特別警戒区域については、災害防止の観点から、北海道条

例指定区域から外すことで新規住宅の建設を抑制します。 
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２-２-４. 西いぶり「生涯活躍のまち」構想 

西いぶり地域３市３町（室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）は、アクテ

ィブシニアをはじめとする多世代の移住促進を目指し、３市３町の官民連携による、西いぶり

「生涯活躍のまち」構想推進協議会を設置し、「生涯活躍のまち」構想として、基本的な考え方

や取組の方向性などを取りまとめている。以下に、本構想の取組の体系について抜粋する。 

表２－19 取組の体系 

取組の柱立て 取組の方向性 

医療・介護集積の確保 

⚫ 移住者をはじめ住民が医療を受けやすい環境づくり、医療資源を生

かした病気予防や健康づくり、国の動向等を踏まえた介護人材不足

への対応など、医療・介護集積の確保に向けた取組を検討 

空き家等を活用した住居の確

保 

⚫ 空き家や空きアパートなどをシーズンステイや二地域居住の住宅と

して活用する仕組みづくりの検討 

⚫ 既存の各市町の移住体験施設の情報共有や連携の推進 

コミュニティ・クラブ活動の環境

整備 

⚫ 移住の目的や活躍の場の提供が重要であり、趣味・生涯学習・文化・

スポーツ・市民活動など、圏域内の様々な活動に参加しやすい仕組

みづくりを検討 

就労の場の提供 

⚫ 圏域の幅広い産業を活かし、移住者のニーズに応じたきめ細やかな

対応・マッチングの取組を検討 

⚫ 生活のための就労に限らず、個人の経験やスキルを活かしたボラン

ティアなど、生きがいや社会参加促進も取り入れた取組を検討 

公共交通の利便性向上 

⚫ 自家用車での生活に慣れない都市部からの移住者をはじめ、通院や

買い物など住民生活において必要な各市町間をつなぐ公共交通の利

便性向上に向けた取組を検討 

広域コンシェルジュサービス

（移住前後の総合窓口） 

⚫ 広域連携のメリットを最大限活かすため、西いぶり圏域としてのワ

ンストップ窓口・広域コンシェルジュサービスの設置を検討 

⚫ 移住者と行政をつなぐ役割を担う民間団体の育成、官民連携した体

制づくりを検討 
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２-２-５. 第５期伊達市地域福祉計画  

計画期間：2024（令和６）年度～2028（令和 10）年度 

本計画は、社会福祉法第 107条の規定に基づく行政計画で、地域福祉を総合的に推進するた

めの基本理念や基本目標を定めるものである。以下に、本計画に示されている住宅関連施策に

ついて抜粋する。 

表２－20 基本目標と住宅関連施策 

基本

目標 
分類 住宅関連施策 

参
加
と
交
流
に
よ
る 

安
全
・安
心
な
地
域
づ
く
り 

市民の交流促進 
⚫ ふれあいの場と機会づくり 

⚫ 高齢者・障がいのある人や子どもと地域との交流推進 

高齢者や障がいのある人の社

会参加の促進 

⚫ 高齢者・障がいのある人の地域生活支援 

⚫ 高齢者の生きがいづくりの支援 

安全で安心な環境づくり 

⚫ 自主防災活動の推進 

⚫ 避難行動要支援者支援の環境づくり 

⚫ ユニバーサルデザインの推進 

⚫ 安全な生活環境の創出 

⚫ 愛のりタクシーの普及及びバス路線の維持・再編 

⚫ 高齢者等向け住宅の確保 
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２-２-６. 伊達市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第９期計画） 

計画期間：2024（令和６）年度～2026（令和８）年度 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項の規定に基づく老人福祉計画、介護保険法第 117

条第１項の規定に基づく介護保険事業計画として市が作成するものである。以下に、本計画に

示されている住宅関連施策について抜粋する。 

表２－21基本目標と住宅関連施策 

基本 

目標 
基本施策 住宅関連の主な事業 

自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備 

地域ネットワークの

充実 

⚫ 在宅医療と介護の連携 

⚫ 在宅医療に関する普及啓発 

⚫ 地域ケア会議の推進 

地域包括ケアシステ

ムの深化・推進 
⚫ 地域包括支援センターの体制整備・連携強化 

若年性認知症を含む

認知症施策の充実 

⚫ 認知症の普及啓発と本人発信支援 

⚫ 相談・支援体制の充実 

⚫ 認知症の方と家族介護者の支援の充実 

⚫ 認知症の見守り支援の実施 

権利擁護の推進 
⚫ 成年後見制度・権利擁護事業の利用促進 

⚫ 高齢者虐待防止、詐欺被害防止の推進 

住み慣れた地域で暮

らし続けるためのサ

ービスの充実 

⚫ 高齢者の住まいの確保 

⚫ 高齢者等緊急通報サービスの実施 

⚫ 救急医療情報キット（安心キット）の配付 

 

  


